
〔
東
栄

二
六
〕

様式第1(第5条 関係)

廃 棄 物 搬 入 許 可 申 請 書

年 月 日

東栄町最 殿

住 所

氏 名

(慰箸赫 縫蓑纏 在)

下記の とお り、一般廃棄物の搬入を許可 して下 さい。

記

廃棄物の種類

搬入予定月日等 月 日 時 分頃

搬 入 且黒

(

車

㎏)

搬 入 車 種

※処理手数料 円

※備 考
第 号

※印欄は、記入 しないで下 さい。

第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇

四

[
の



第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四

【
の

様式第2(第5条 関係)

殿

廃 棄 物 搬 入 許 可 証

東栄町長

下記 の とお り、一般廃棄物 の搬入を許可 し蓑す。

記

号

日月

令

年

指

廃棄物の種類

搬入予定月日等 月 日 時 分頃

搬 入 許 可 量

( ㎏)

車

※搬入手数料 円

搬 入 条 件

(1)

(2)

(3)

捨て る場所 は、職 員の提示 に従 う

条例第23条 に規定 する、処理除外物 を混入 しない こと。

施設、器物 を損傷 しない こと。

こ と 。

この許可証 は、処 分地へ搬 入す る際 は必ず携行 し職員に提示 して下 さい。

〔
東
栄

二
六
〕



ζ

(

〔東
栄

二
論ハ
〕

様式第3(第7条 関係)

東栄町長殿

搬 廃棄物嚥 運搬業(鶉 更薪)輔 書

年 月 日

許 可 又 は許 可
の 更新 の 区 分 口 許 可 □ 許可の更新

事 業 の 種 類

収集又は運搬する
廃 棄 物 の種 類

事 業 の所 在 地

事業の用に供する
主要な施設並びに
その設置場所及び
構 造 基 準

運搬車等主たる
作業用具種類数量

作 業 員 の 数
1日 作 業 能 力

収集又は運搬の方
法並びに作業計画

取 扱 料 金 及 び
そ の徴 収 方 法

第
八
類

厚
生

住 所

氏 名 東栄

(鱗 齢 縫装纏 在)箆

下記のとおり一般廃棄物の収集又は運搬を業として行いたいので蘇可更薪して下 霧

さい。 の減

記 量
及び

適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施行

規
則

添付書類

[コ申講者 の住民票の写 し(法 人に あっては、定款又は寄 付行為 及び登記簿謄本)

〔コ申請者 の履歴書(法 人に あっては、役員の名簿及び履歴 書)

□そ の他町長が必要 と認め る書類

六
〇

四

【
の
四



〔東
栄

二
六
〕

日月

様式 第4(第7条 関係)

搬 廃棄物処分業(酵可更暑)申藷

年

東栄町長殿

て
び

つ
及

あ
称

に
名

所

名

人

、

法
地

住

氏
(
(鍬 鴇 遜 篠 薯題 在)

下記のとおり一般廃棄物の収集又は運搬を業として行いたいので鶉 更新して下

さい 。

記

許 可 又 は 許 可
の 更新 の 区 分 日 許 可 □ 許可の更新

一般廃棄物の種類

事 業 の所 在 地

事業の用に供する
主要な施設並びに
その設置場所及び
処 理 能 力

施設の処理方式
構 造 及 び 内 容

作 業 員 の 数 人

処 分 の 方 法
及 び 作 業 計 画

1日 の 作 業 能 力

取 扱 料 金 及 び
そ の徴 収 方 法

添付書類
口申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿謄本)
□申請者の履歴書(法 人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
口その他町長が必要と認める書類

第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四

一
の
五



様式第5(第7条 関係)

浄 化 槽 清 掃 業 許 可 申 講 書

第
八
類

厚
生

年 月 日

東栄町長殿

　在所
名

の
氏

そ
者、表

は
代

て
び

つ
及

あ
称

に
名

所

名

人

、

法
地

住

氏

(

下記の とお り浄化槽溝掃業を行いたいので許可 して下 さい。

記

(

〔東
栄

二
六
〕

事業所の所在 地

事業の用に供する施設の概要

添付書類

[コ申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿謄本)

目申請者の履歴書(法 人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

□申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有している

旨を記載した書類の写し

自その他町長が必要と認める書類

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

∴
ハ
〇

四



第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

山ハ
〇
四

様 式第6(第7条 関係)

一般廃棄物(辮 鞠 業変更許可輔 書

東栄町長殿

年 月 日

　在所
名

の
氏

そ
者、表

は
代

て
び

つ
及

あ
称

。

に
名

い

所

名

人

、

さ

法

地

下

住

比

(

てし可許での

記

旭し更変を囲範の業事りおとの記下

事 業 の 種 類
口 収 集 □ 運 搬

[コ 収集及び運搬[コ 処 分

許可の番号及び年 月
日

変更前の内容

変更後の内容

変更予定年月日

変 更 の 理 由

〔東
栄

二
六
〕



(

(

〔東
栄

二
六
〕

様 式第7(第8条 関係)

一般廃棄物収集運搬業許可証

年 月 日

殿

東栄町長

許 可

年 月 日付で 申請のあ りました一般廃棄物収集運搬業 の許可の更新変 更

につ いては、下記 のとお り許可 します。

記

許可を受けた者
の 住 所 氏 名

事業所所在地

事 業 の 種 類

収 集又は運搬す
る一般廃棄物

の 種 類

許 可 期 間 年 月 日か ら 年 月 日まで

許 可 条 件

備 考

第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
三
の



第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇

四
三
の

様式 第8(第8条 関係)

一 般 廃 棄 物 処 分 業 許 可 証

指令 号

年 月 日

殿

東栄町長 許 可

年 月 日付で 申請 のあ りました一般廃棄物処分業 の許可 の更新 に
変 更

つ いては、下記の とお り許可 します。

記

許可を受けた者
の 住 所 氏 名

事業所所在 地

事 業 の 種 類

処 分する一般廃 棄物
の種類

施設の設置場所
及び処理能力

許 可 期 間 年 月 日か ら 年 月 日まで

許 可 条 件

備 考

〔東
栄

二
六
〕



(

、ぐ

＼

〔東
栄

二
六
〕

様式第9(第8条 関係)

浄 化 槽 清 掃 業 許 可 証

殿

東栄町長

月

令

年

指 号

日

年 月 日付で申請のあ りました浄 化槽清掃業 の申請につ いては、

下記 のとお り許可 します。

記

許可を受けた者
の 住 所 氏 名

営業所所在地

許 可 期 間 年 月 日か ら 年 月 日まで

許 可 条 件

備 考

第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
三
の
四



第
八
類

厚
生

様式第10(第9条 関係)

東栄町長殿

許 可 証 再 交 付 申 講 書

年 月 ヨ

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
三
の
五

下記の許可証を再交付 して下 さい。

己蕾
ロ

申請者

住 所

　所
名

の
者

そ
表、代

は
び

て
及

つ
称

あ
名

に

、

名

人
地

法
在

氏
(

許 可証の種 類

[コー般廃棄物収集運搬業

E]一般廃棄物運搬業

ロー般廃棄物収集業

ロー般廃棄物処分業

□浄化槽清掃業

許 可 期 間 年 月 日か ら 年 月 日まで

許可を受けた者
の 住 所 氏 名

事 業 所 又 は
営業所の所在地

再交付の理 由

※再交付の番号
及 び 年 月 日 指令第 号 年 月 日

〔東

栄

二
六
〕



様 式第11(第10条 関係)

一般廃棄物(麩集運勢)業許可(麩)届

東栄町長殿

年 月 日

第
八
類

厚
生

(

〔
東
栄

二
六
〕

申請者

住 所

氏 名

(齢!こ鶴欝礒霜

一般廃棄畷 集鱗 業の許可について・下記のとお鑑 し窪臨

己曇
口

許 可 の 番 号
及 び 年 月 日

廃止又は変更の
区 分

□ 廃 止 □ 変 更

廃止又は変更の年 月
日

年 月 日

廃止は変更の内
容

廃止又は変更の
理 由

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
四



第
八
類

厚
生

東
栄
時
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
五

様式第12(第10条 関係)

東栄町長殿

浄化簾 掃業(講 鐸)届

申請者
住 所

年 月 日

　所
名

の
者

そ
表、代

は
び

て
及

つ
称

あ
名

に

、

名

人
地

法

在

氏
(

靴 槽清掃業の許可について、下記のとおり藻 峯しま臨

己量
ロ

許 可 の 番 号
及 び 年 月 日

廃止又は変更の
区 分 □ 変 更 □ 廃 業 等

廃止又は変更の
年 月 日 年 月 日

変更又は廃業等
の 内 容

変更又は廃業等
の 理 由

〔
東
栄

二
六
〕



第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇
四
五

の
二

様式第13(第12条 関係)

一般廃棄物収集運搬業務実績報告書

日月年

東栄町長殿

　所
名

の
者

そ
表、代

は
び

て
及

つ
称

あ
名

に

、

所

名

人
地

法
在

住

氏

(

申請者

月分 の一般廃棄物収集運搬業務 の状況 は、下記 のとお りです

記

年

事 業 の 種 類 [コ 収 集Eコ 運 搬 口 収集及び運搬

収集又は運搬
した一般廃棄物
の 種 類

業 務 日 数 日

作業員延べ人員 人

作 業 戸 数 戸

取 扱 数 量

料 金 総 額

収集又は運搬
した一般廃棄物
の 処 理 場 所

月末現在の収集
区 域 の 戸 数 戸

〔
東
栄

二
六
〕

ぐ

・、

.(



第
八
類

厚
生

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

六
〇

四
五

の

様式第14(第12条 関係)

東栄町長殿

一般廃棄物処分業務実績報告書

年 月 日

　所
名

の
者

そ
表、代

は
び

て
及

つ
称

あ
名

に

、

所

名

人
地

法
在

住

氏

(

者講申

年 月分 の一般廃棄物処分業務の状況 は、下記 の とお りです。

記

処分 した一般廃棄物
の種類

業 務 日 数 日

作業員延べ人員 人

作 業 戸 数 戸

取 扱 数 量

料 金 総 額

収集又は運搬
した一般廃棄物
の 処 理 場 所

〔
東
栄

二
六
〕



様式 第15(第12条 関係)

東栄町長殿

浄化槽清 掃業務実績報告 書

年 月 日

第
八
類

厚
生

(

・し

〔東

栄

二
六
〕

申講者
住 所

氏 名

(獣鵯 欝礒薯零)

年 月分の浄化槽清掃業務の状況は、下記 のとお りです。

記

番号 清掃月日 浄化槽管理者の
氏名又は名称

浄化槽の設置
場所

浄化槽の構造
及び規模

浄化槽管理士民名
(登録番号)

東
栄
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

轟
ハ
〇

四
"
ハ


